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      税務署長                印 

 

 

 

 

源泉所得税の徴収猶予承認申請却下の通知書 

 

 

 

あなたが、次の者から徴収する令和  年分給与等・公的年金等・報酬等の源泉所得税については、さ

きに、同人から繰越雑損失がある場合の徴収猶予承認申請がありましたが、その申請を却下しましたので

通知します。 

したがって、あなたが既に同人から申請書の写しの提出を受けて徴収猶予をしている場合でも、今後同

人に支払う給与等・公的年金等・報酬等については、所定の手続に従って源泉所得税の徴収をしてくださ

い。 

なお、既に徴収を猶予された分については、確定申告によって精算することになっていますので、あな

たが改めて徴収する必要はありません。 

 

 

 

住  所                                               

 

氏  名                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

源泉所得税の徴収猶予承認申請却下の通知書 

 

１ 作成目的 

この通知書は、繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請を却下する場合に、その申請者に係る

源泉徴収義務者へその旨を通知するために作成する。 

 

２ 留意事項 

源泉徴収義務者への通知は、その通知先の所轄税務署の源泉所得税担当部門を経由して行う。 

 


